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醤
藩
内
外
国
債
庭
分
m

澤

田

出早

五
、
外
國
債
の
始
末

　
外
國
債
は
幕
末
諸
藩
に
於
て
武
器
を
外
入
よ
り
購
入
し

或
は
船
艦
を
外
塀
に
注
文
し
て
其
代
金
の
事
忌
に
至
ら
な

か
つ
π
も
の
、
或
は
又
金
銀
を
外
商
よ
り
縮
借
し
た
も
の

等
で
あ
っ
て
、
内
國
債
に
劣
ら
ぬ
紛
糾
錯
難
を
極
め
た
も

の
で
あ
っ
た
。
而
か
し
外
國
債
に
算
し
て
は
公
債
謹
書
を

渡
す
ご
い
ふ
わ
け
に
も
墾
ら
ぬ
事
情
に
あ
っ
π
が
爲
に
悉

く
師
．
償
債
こ
し
て
現
金
を
渡
し
た
。
そ
れ
等
の
故
で
あ
ら

う
か
、
『
國
腎
管
革
馨
』
『
明
治
財
政
史
』
『
学
債
始
末
』
等
に

は
何
等
其
腱
分
始
末
に
就
い
て
記
し
て
居
な
い
で
、
輩
に

其
公
債
額
を
表
出
し
て
あ
る
の
み
で
あ
る
。

　
明
治
政
府
に
於
て
、
最
初
こ
の
外
國
債
に
關
し
て
諸
藩

に
布
告
を
登
し
た
の
は
二
年
二
月
十
二
日
で
あ
っ
て
、
此

時
は
私
の
相
醤
を
以
っ
て
外
華
人
よ
り
金
銀
を
聡
借
す
る

こ
ご
を
禁
じ
、
今
後
金
銀
を
稻
幽
す
る
場
合
は
、
願
串
の

上
、
外
画
官
の
指
揮
に
從
ふ
べ
き
旨
を
達
し
た
。
次
い
で

同
月
二
十
二
日
、
更
に
府
藩
縣
に
布
達
し
て
、
從
來
外
國

よ
り
購
入
し
た
諸
品
代
金
の
未
里
心
並
々
借
金
高
の
返
濟

方
期
限
等
を
取
調
べ
、
選
る
三
月
中
に
外
客
官
へ
申
告
す

べ
き
旨
を
命
じ
た
。

　
斯
く
て
幾
も
な
く
二
年
六
月
に
は
版
籍
奉
還
の
實
行
こ

な
っ
た
が
、
醤
藩
主
帥
ち
知
事
事
で
依
然
奮
慣
を
持
績
し

た
の
で
あ
っ
た
か
ら
、
こ
の
後
も
勝
手
に
外
野
よ
り
諸
贔
、



を
購
入
し
、
或
は
金
銀
を
欝
借
す
る
も
の
が
少
く
な
か
つ

π
り
是
に
於
て
政
府
は
三
年
二
月
、
又
府
栃
麺
に
倉
達
し

近
比
官
磨
に
於
て
外
入
相
醤
に
金
銀
を
欝
止
し
て
、
管
内

の
産
物
等
を
編
輯
ビ
し
、
或
は
船
艦
諸
器
械
等
を
購
入
す

る
も
の
が
あ
る
模
様
な
れ
ご
、
斯
の
如
き
は
則
ち
日
本
の

國
債
に
帯
滑
る
を
…
三
っ
て
、
爾
ム
ー
二
二
慷
の
所
爲
「
は
㎜
巌
愁
冨
す
、

若
し
己
む
を
得
ざ
る
事
惜
の
爲
に
、
金
銀
欝
借
の
必
要
が

あ
ら
ば
、
太
政
官
に
願
出
で
よ
、
其
次
第
に
よ
っ
て
ば
適

當
の
所
置
を
す
る
、
尤
も
農
商
の
者
共
が
商
業
上
相
互
に

資
金
授
受
に
關
す
る
こ
ご
の
如
き
は
官
府
の
關
寵
す
る
所

で
な
い
か
ら
、
心
得
蓮
の
な
い
や
う
に
せ
よ
ご
告
げ
、
こ

れ
ご
同
時
に
、
各
國
公
使
領
事
に
醤
し
て
も
、
右
の
如
き

布
告
を
し
た
か
ら
、
今
後
府
藩
縣
の
名
を
以
っ
て
管
内
産

物
或
は
貢
獣
身
を
塵
室
こ
し
て
諸
品
を
購
入
し
、
又
は
金

銀
を
幕
噛
せ
ん
ご
串
出
る
も
の
が
あ
っ
て
も
、
之
に
癒
じ

な
い
や
う
に
、
貴
國
商
人
等
に
諭
達
さ
れ
た
い
ご
通
牒
し

だ
。
然
る
に
各
々
公
使
領
事
等
は
、
我
が
政
府
の
蓮
牒
の

　
　
　
第
十
巻
　
　
研
　
究
　
　
蕉
藩
内
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債
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分
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下
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文
面
が
簡
に
し
て
十
分
に
其
趣
旨
を
了
解
し
難
い
ご
返
書

し
た
が
爲
に
、
政
府
は
翌
三
月
、
再
び
詳
細
な
る
通
牒
を

記
し
た
。

　
次
い
で
同
年
四
月
、
改
め
て
府
藩
縣
に
布
達
し
、
從
來

諸
藩
縣
に
於
い
て
、
外
面
よ
り
購
入
し
た
諸
々
代
金
の
未

梯
並
舩
…
借
金
は
、
感
慨
の
有
無
、
利
子
の
劉
合
、
償
還
の

冒
途
等
を
詳
記
し
て
、
謙
る
五
月
二
十
五
日
迄
に
警
告
せ

よ
ご
命
じ
、
其
取
調
雛
形
を
添
加
し
た
。
尤
も
負
債
の
な

い
府
藩
縣
に
も
其
旨
を
履
け
出
る
こ
ご
、
し
た
。
然
る
に

期
日
迄
に
有
無
を
串
短
し
な
い
も
の
が
少
く
な
か
つ
元
が

爲
に
．
更
に
六
月
十
五
日
迄
串
告
期
限
を
延
ば
す
旨
を
霧

達
し
た
の
で
あ
る
。

　
こ
の
結
果
五
六
藩
を
除
く
外
、
大
広
に
於
い
て
外
債
額

の
調
査
も
出
來
た
か
ら
、
三
年
如
月
外
務
省
に
於
て
は
各

國
公
使
領
事
に
謝
し
て
、
政
倉
一
新
前
の
各
藩
外
回
債
は

政
府
に
於
い
て
負
捲
清
却
す
る
旨
を
蓮
牒
せ
ん
こ
ご
を
太

政
官
に
票
難
し
て
其
裁
可
を
得
る
こ
ε
ε
な
つ
だ
。
然
る

　
　
　
　
　
　
　
第
四
濯
い
　
　
　
七
・
七
　
（
五
六
七
）
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に
零
時
大
通
省
に
於
い
て
は
之
に
反
駕
し
、
未
だ
諸
藩
悉

く
が
外
債
の
有
無
を
串
画
し
た
わ
け
で
な
く
、
從
っ
て
其

負
債
額
も
鋼
然
し
で
居
な
い
の
に
、
漫
然
政
府
が
負
搬
濾

却
す
る
旨
を
各
國
公
使
領
事
に
通
牒
す
る
こ
ご
は
同
意
し

難
い
ε
主
張
し
た
。
彷
っ
て
外
務
省
に
於
て
は
同
年
閏
十

月
、
更
め
て
太
政
官
に
稟
串
し
、
翌
十
鳳
月
十
七
日
を
以
っ

て
左
の
如
き
通
牒
を
各
國
公
使
に
登
す
る
こ
ピ
、
な
つ
元
。

　
以
手
紙
致
啓
上
候
，
然
者
我
國
麿
藩
縣
の
主
宰
総
而
其
外
之
者

　
私
用
を
以
て
外
國
人
よ
り
借
財
之
爲
、
叉
は
般
鑑
器
械
其
他
品

　
物
類
買
入
れ
ん
が
爲
、
其
管
轄
す
る
土
地
の
諸
税
を
引
當
に
い

　
た
し
婚
儀
は
、
今
度
嚴
に
禁
止
せ
し
め
候
、
若
向
後
右
主
宰
濾

　
而
其
外
之
春
、
宮
用
ミ
し
て
右
品
物
類
を
買
入
れ
ん
ミ
欲
し
借

　
財
す
る
節
は
，
右
約
定
取
結
び
候
以
繭
、
必
我
政
府
之
発
許
を

　
講
け
候
筈
脚
付
、
外
務
大
藏
爾
三
三
印
之
謹
書
有
之
分
は
、
政

　
府
に
て
引
受
三
儀
に
有
之
、
將
叉
敦
令
一
新
二
付
、
前
女
面
規

　
三
相
立
同
一
緊
要
三
遷
葡
者
、
右
以
前
土
地
之
政
務
を
委
せ
置

　
候
領
主
よ
り
外
國
入
ミ
約
定
い
た
し
候
借
財
之
分
は
、
其
藩
償

　
薄
曇
孟
母
…
を
以
，
溶
々
返
様
い
た
さ
せ
べ
く
、
萬
M
其
暦
途
を

　
　
　
　
　
　
　
　
第
凶
回
號
　
　
　
　
七
四
八
　
　
（
五
山
ハ
入
）

　
失
ひ
違
約
に
及
算
者
は
、
我
敦
府
に
而
引
跡
野
臥
引
致
候
、
右

　
之
趣
貴
隣
恕
臣
昆
、
へ
御
布
令
有
之
候
繕
購
存
候
、
此
段
可
一
得
御
膏
勘
如

　
斯
…
御
　
影
写
、
以
上
。

　
　
　
明
治
三
年
庚
午
十
｝
月
十
七
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
外
務
大
輔

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
寺
島
從
四
位
藤
原
宗
則

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
外
甲
務
　
卿

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
澤
　
…
從
三
位
清
原
宣
慕

　
　
　
客
國
公
使
宛
）

郎
ち
懸
命
一
新
以
前
の
諸
藩
の
外
國
債
は
其
藩
に
於
い
て

償
却
の
目
途
を
立
て
し
め
、
若
し
違
約
に
及
ぶ
如
き
場
合

は
。
政
府
に
於
い
て
之
を
提
携
す
る
。
叉
外
債
禁
止
倉
後

に
係
る
も
の
は
、
外
務
大
揉
雨
省
の
謹
印
あ
る
も
の
は
、

政
府
に
於
い
て
之
を
負
憺
濾
還
す
る
ご
い
ふ
の
で
あ
る
。

こ
の
時
外
務
省
で
調
査
整
理
し
た
外
因
債
は
す
べ
て
十
六

藩
、
置
ハ
金
額
は
洋
㎞
銀
百
墾
拾
蝋
萬
四
千
山
ハ
百
入
一
瓢
九
枚
七
合

九
勺
九
才
、
金
拾
五
萬
壷
千
入
百
五
拾
七
爾
戴
労
、
永
武

百
武
拾
武
文
三
分
で
あ
っ
て
、
債
額
未
定
の
藩
縣
は
極
め



て
少
数
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
際
速
か
に
清
却
慮
分
を
行
は

ん
こ
い
ふ
意
漕
で
あ
っ
だ
Q

直
弦
に
外
務
省
の
整
理
に
成
る
外
債
額
を
表
比
す
れ
は
左

の
遮
で
あ
る
。

藩

名

一

負

債

高

　

金

澤

鹿

三

島

高

知

佐

賀

廣

島

仙

壷

瀧
比
銀
軸
山
三
六
、

　
　
　
　
　
　
五
、
七
九
四
↓
ハ
凶
回
：
：
・
・
葡
圃
M
商
人
ヨ
リ
陸
慕
一
汽
留
瓢
入
ハ
代
金
三

二
嚇
｝
幽
襲
図
幅
　
欄
　
熱
　
鱗
残

津
銀
二
二
九
・
三
〇
二
’
〇
七
九
凶
…
：
和
交
商
工
中
ヨ
リ
借
入

洋
銀
一
四
一
二
、
一
四
〇
・
○
○
…
…
英
人
チ
ー
ル
ト
商
曾
ヨ
”
蒸
汽
船
テ
レ
ス
買
入
代
金
残

金
　
　
コ
ニ
、
二
五
〇
禰
○
○
…
…
英
商
人
ヨ
サ
小
銃
六
千
挺
買
入
代
金
残

洋
銀
一
山
ハ
山
ハ
、
四
九
六
・
五
二
：
：
：
日
聾
陥
撒
買
入
代
金
残

金
　
　
四
三
、
七
五
〇
・
○
○
…
・
：
霊
答
艦
買
入
代
金
残

雰
墾
『
o
O
O
8
0
…
書
方
丸
買
入
代
舞

洋
銀
二
夫
δ
・
8
・
｛
語
n
。
。
。
。
。
。
口
。
。
。
Q
〔
土
豪
十
二
魏
入
金

金工洋
　　金

三
三
、
入
五
五
。
0
0
…
…
瑞
病
識
り
V
イ
ヘ
ル
晶
買
入
代
金

二
黒
ハ
四
五
◎
三
ハ
…
…
劇
毒
・
ア
キ
ス
ト
シ
瞥
り
季
フ
エ
ン
セ
ン
ロ
墾
入
代
金

　
入
、
二
入
入
・
三
〇
…
…
佛
商
人
嵐
サ
ハ
ー
｝
ル
贔
置
賜
代
金

七
九
（
五
六
九
）

、

七
山
－
巻
　
　
　
研
　
究
　
　
　
旧
藩
内
外
蓮
…
憤
髭
分
（
下
）

第
四
號
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究
　
　
奮
藩
内
外
浦
…
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露
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（
下
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
纂
鰯
號

亜
獲
七
七
、
五
圭
6
・
…
審
商
量
・
要
来
臨
代
塞

入
0
（
五
七
〇
）

嘱

岡

金
　
　
四
〇
、
○
○
○
。
○
○
…
…
和
踊
商
批
ヨ
サ
借
入
金

和

歌

山

大

聖

寺

津久

保

田

松

本

龍

野

加

知

山

洋
銀
五
〇
、
0
0
0
・
○
○
…
－
和
魎
商
甦
ヘ
エ
＊
ー
ル
艦
入
質

洋
銀
　
五
〇
、
0
0
0
・
○
○
…
…
瀦
繭
商
泌
ヨ
リ
借
入
金

洋
銀
　
ご
○
、
一
六
〇
・
○
○
　
…
湘
蕊
商
瓢
ヨ
サ
小
銃
買
入
代
金
残

金

δ
・
8
・
…
撫
繋
首
書
齢
篠
懇
蓼
ト

洋
銀
　
　
六
、
三
〇
〇
・
0
0
…
…
瑞
囲
商
入
ヨ
リ
小
銃
買
入
代
金

金
　
　
ご
二
、
○
○
○
・
○
○
…
…
英
國
チ
ー
ル
ト
商
會
ヨ
リ
脚
龍
丸
買
入
代
金
騰

永金

二
ま
韮
。
。
｝
三
園
キ
・
…
受
金

巌

原

洋
銀
　
五
八
、
O
O
O
。
O
O
…
・
莫
國
チ
ー
ル
ト
商
倉
ヨ
サ
借
入
金

合

計

洋
銀
一
、
三
〇
四
、
山
ハ
入
九
・
七
九
九

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ

金
　
　
　
一
五
一
、
入
五
七
・
二
〇

永
　
　
　
　
　
　
　
二
二
二
・
三
〇

　
　
　
　
六
、
到
理
局
の
設
麗

當
時
外
離
塁
は
事
外
交
に
關
す
る
を
以
ρ
て
其
調
査
整

理
は
主
こ
し
て
外
務
省
に
於
い
て
之
を
管
掌
し
た
の
で
あ

る
が
、
事
實
諸
藩
の
外
國
債
は
外
務
省
に
於
い
て
調
査
し



・
た
や
う
な
軍
純
な
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
外
債
禁
止
倉

を
登
し
た
後
に
於
い
て
も
、
叫
々
政
府
の
許
可
を
経
す
し

て
勝
手
に
船
艦
諸
器
械
等
を
購
入
し
た
も
の
が
紗
く
な
か

　
つ
た
の
み
な
ら
す
、
種
々
な
る
外
債
の
中
に
は
、
公
私
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ

甑
別
閉
か
な
ら
濾
も
の
も
あ
り
、
又
償
還
期
限
利
牽
の
關

係
等
も
頗
る
複
雑
で
あ
っ
て
、
其
調
査
の
困
難
は
名
歌
す

　
べ
か
ら
ざ
る
も
の
が
あ
っ
た
。
そ
れ
故
外
務
省
の
整
理
決

定
の
通
論
に
依
っ
て
直
に
之
を
公
債
ご
な
し
、
大
藏
省
に

於
い
て
之
を
郎
翻
す
る
こ
ご
は
到
底
成
し
得
る
ご
こ
ろ
で

な
か
っ
た
。

　
斯
か
る
間
に
四
年
七
月
、
愈
壌
藩
の
断
行
ε
な
る
や
、

債
椹
者
だ
る
各
國
商
入
等
は
蕾
並
々
の
負
債
に
欝
し
て
そ

の
償
還
を
迫
っ
て
繊
訴
す
る
も
の
が
相
繊
ぐ
有
襟
こ
な
っ

た
。
是
等
の
訴
状
は
當
然
外
務
省
よ
り
司
法
省
へ
廻
附
せ

ら
る
べ
き
も
の
で
あ
っ
て
、
司
法
省
に
於
い
て
之
を
鋼
決

す
る
曉
に
は
、
政
府
は
懲
藩
の
負
債
を
暴
げ
て
償
却
せ
ね

ば
な
ら
ぬ
こ
ご
に
な
る
か
も
知
れ
ぬ
。
果
し
て
然
ら
ば
其

　
　
　
第
十
磐
　
　
研
　
究
　
　
奮
藩
内
外
浦
…
債
露
分
（
下
）

負
心
額
は
莫
大
な
る
額
に
上
っ
て
、
容
易
な
ら
ぬ
こ
ご
で

あ
る
。
是
に
於
い
て
四
年
九
月
．
・
大
事
省
で
は
井
・
上
馨
等

が
省
中
戸
全
寮
の
蕪
詰
所
を
改
め
て
判
理
局
ご
な
し
、
專

ら
仁
山
の
外
國
債
を
調
査
審
議
せ
し
む
る
こ
ご
、
し
、
債

種
に
よ
っ
て
先
づ
公
私
を
甑
別
せ
し
め
、
而
し
て
債
椹
者

に
晒
し
て
は
示
談
を
途
げ
て
、
出
來
得
る
限
り
減
額
せ
し

む
る
方
針
を
覧
る
こ
ご
、
し
た
。
さ
れ
ば
翌
十
月
、
外
務

司
法
立
者
の
商
議
の
上
、
爾
省
の
吏
員
を
大
阪
下
戸
等
に

出
張
せ
し
め
て
出
訴
債
椹
者
側
の
債
務
調
査
に
從
事
せ
し

む
る
ご
共
に
、
　
一
方
司
法
省
に
於
い
て
は
、
外
債
の
訴
朕

取
扱
方
に
廉
し
て
太
政
官
に
票
冠
し
た
結
果
、
左
の
如
き

規
定
を
設
く
る
こ
ご
＼
な
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
嚇

　
　
　
外
國
入
ヨ
リ
門
出
シ
茶
盆
ノ
訴
状
ラ
外
務
省
二
受
取
之
、

　
　
　
司
法
省
H
へ
曲
左
坦
セ
シ
ラ
大
黒
省
ニ
テ
…
引
訟
醐
、
幅
返
金
ノ
一
示
畝
献

　
　
　
ラ
厩
廻
サ
ン
ト
欲
セ
バ
、
左
ノ
手
鯖
朕
二
爲
ス
一
二
シ
。

　
　
紳
昂
一
條
　
大
蔵
省
ヨ
リ
外
務
か
腐
へ
由
↓
人
レ
、
外
務
雀
ヨ
リ
司

　
　
　
法
か
鷹
へ
・
田
・
入
園
シ
O

　
　
　
　
　
　
　
第
四
盤
　
　
　
八
一
堅
（
五
七
一
）



　
　
　
第
十
巻
　
　
研
　
究
　
　
蕉
藩
内
外
浦
一
債
庭
分
（
下
）

　
　
紳
昂
旧
一
條
　
外
務
か
腐
ヨ
リ
司
法
省
H
へ
一
不
融
蘇
ニ
テ
門
じ
二
山
陶
セ
シ
外
U

　
　
　
國
入
ノ
訴
駄
ラ
再
ビ
外
務
省
エ
受
取
ニ
ハ
、
左
ノ
ニ
様
ノ

　
　
　
腿
溺
ア
リ
。

　
　
　
其
『
外
國
入
ヨ
リ
一
旦
訴
歌
下
グ
ラ
願
患
シ
ニ
因
リ
テ

　
　
　
　
司
法
雀
へ
訴
歌
下
ゲ
ノ
申
入
。

　
　
　
其
二
、
外
務
省
ヨ
リ
外
國
入
へ
訴
三
下
ゲ
願
う
致
候
乱
曲

　
　
　
　
示
談
致
度
二
三
司
法
省
ヨ
リ
口
歌
ラ
外
務
省
三
一
面
罵

　
　
　
　
取
度
ク
申
入
。

　
　
　
右
ニ
ク
條
ノ
手
慣
ナ
レ
バ
、
司
法
省
ヨ
リ
ハ
巳
二
受
取
シ

　
　
　
漁
歌
ラ
外
務
省
へ
返
却
ス
ベ
シ
。

郎
ち
司
法
省
こ
し
て
は
、
聖
歌
を
｝
旦
外
務
省
へ
返
却
す

れ
ば
、
其
上
は
外
務
肇
大
藏
爾
省
の
交
渉
關
係
で
あ
っ
て

敢
へ
て
關
知
す
る
こ
こ
ろ
で
な
い
。
若
し
事
の
孚
訟
に
馨

る
場
合
は
、
司
法
省
に
於
い
て
之
を
審
到
す
べ
き
は
勿
論

で
あ
る
こ
し
た
○

　
是
時
に
當
っ
て
、
大
駆
省
で
ば
井
上
馨
等
相
議
し
て
、

い
ふ
に
は
、
從
來
奮
藩
に
於
て
外
債
禁
A
F
後
も
之
に
悼
戻

し
て
私
か
に
負
債
を
な
し
、
途
に
莫
大
の
國
債
を
醗
成
す

　
　
　
　
　
　
　
　
第
四
號
　
　
　
入
二
　
（
五
七
二
）

る
に
至
っ
た
の
は
實
に
慨
嘆
に
堪
へ
な
い
、
若
し
今
後
に

於
い
て
も
右
端
の
事
が
あ
っ
て
は
、
國
家
の
爲
由
々
し
き

大
事
で
あ
る
、
敷
に
こ
の
際
更
に
地
方
官
に
巌
倉
を
布
告

す
べ
き
が
當
然
で
あ
る
、
而
か
し
目
下
外
人
等
の
缶
訴
せ

る
も
の
に
回
し
て
、
債
務
の
公
私
を
明
か
に
し
て
一
々
之

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
が

を
慮
分
ぜ
ん
ご
す
る
場
合
で
あ
る
か
ら
、
却
っ
て
巌
倉
布

告
の
爲
に
外
人
ご
の
示
談
交
渉
に
影
響
を
來
し
て
も
不
利

で
あ
る
。
是
等
の
黙
も
斜
酌
す
べ
き
必
要
が
あ
る
ご
い
ふ

の
で
、
同
年
十
月
、
各
地
方
官
に
内
諭
す
る
に
止
め
る
こ

ご
に
決
し
た
、
，
次
い
で
翌
十
一
月
三
日
、
大
鑑
省
は
外
務

司
法
爾
省
ご
商
議
し
て
、
司
法
省
へ
廻
附
し
た
出
訴
債
務

書
類
は
上
蔀
め
て
｝
旦
大
三
省
へ
引
取
る
こ
ご
、
し
、
左

の
如
き
一
の
箇
條
書
を
定
め
た
。

一
、
藩
債
に
係
れ
る
訴
訟
之
司
法
に
て
扱
ひ
掛
り
た
る
も
の
は

　
一
環
悉
く
外
務
省
に
引
戻
す
べ
し
9

一
、
右
引
戻
し
た
る
も
の
は
其
難
論
く
大
営
省
に
引
渡
す
べ
し

一
、
大
藏
省
は
右
講
話
た
る
訴
訟
を
超
獲
之
順
序
に
從
ひ
、
被



　
　
告
人
原
告
入
え
引
合
す
べ
し
。

　
輔
、
大
藏
省
は
右
引
合
に
付
而
外
務
省
へ
伺
ひ
出
る
向
は
、
内

　
　
外
國
入
ε
も
都
べ
て
直
に
大
乙
部
え
引
合
べ
き
旨
を
蓬
す
べ

　
　
し
。

　
唄
、
外
務
省
は
各
回
に
布
告
し
、
金
銀
一
入
之
旧
藩
に
係
る
も

　
　
の
は
書
類
取
纏
め
遽
に
三
差
越
穣
申
遣
す
べ
し
。

右
の
商
議
の
結
果
、
外
務
省
は
各
國
公
使
領
事
に
蓮
牒
し

債
権
者
は
蓮
に
債
務
明
細
書
を
差
繊
さ
し
む
る
こ
ご
、
し

た
。
印
ち
棘
奈
川
の
如
き
は
同
年
十
二
月
新
聞
紙
上
に
も

廣
凝
せ
し
め
て
、
諸
外
國
人
中
我
磐
藩
に
略
し
て
債
継
あ

る
者
は
寄
月
二
十
八
日
ひ
肌
口
早
年
内
に
棘
奈
川
縣
磨
に
届

出
で
し
め
た
の
で
あ
る
。

七
、
債
額
捌
減
の
交
渉

　
大
藏
省
鋼
遡
局
は
大
藏
…
少
輔
小
野
義
眞
が
專
ら
其
衝
に

雷
っ
て
、
最
下
に
北
代
正
臣
、
長
岡
重
弘
、
北
村
泰
一
、

河
ロ
定
義
、
筒
井
美
清
、
桃
井
厚
徳
、
佐
伯
惟
馨
、
川
村

…
選
、
和
田
滋
之
、
飯
島
滋
章
等
十
数
人
を
以
っ
て
、
落
懸

　
　
　
第
十
巷
　
　
研
　
究
　
　
蕉
藩
内
外
讃
贋
庭
分
（
下
）

外
國
債
書
類
を
調
査
審
議
し
、
公
私
の
事
理
錯
綜
し
て
容

易
に
判
断
を
下
し
難
き
も
の
は
、
之
を
司
法
省
へ
廻
附
し

て
十
分
な
る
鋼
決
を
待
ち
、
當
然
公
債
オ
認
む
べ
き
も
の

は
、
一
々
慮
卜
し
た
の
で
あ
る
が
、
多
く
の
債
務
の
中
に

は
負
債
者
を
召
喚
し
て
糺
問
す
る
必
要
も
起
り
、
或
は
掛

員
宮
か
ら
藩
地
に
出
張
し
て
明
細
に
精
査
す
る
等
、
實
に

繁
劇
を
極
め
た
ご
の
こ
ご
で
あ
る
。

　
斯
く
て
愈
調
査
整
理
の
追
捗
す
る
ε
共
に
、
政
府
は
債

二
者
に
謝
し
て
は
利
峯
の
遮
減
、
帥
金
償
瀧
の
交
渉
談
鋼
内

を
し
た
の
で
あ
る
が
、
是
れ
が
亦
非
常
に
面
倒
で
あ
っ
た

債
権
者
た
る
外
國
人
等
の
中
に
は
、
頗
る
頑
強
な
も
の
が

あ
っ
て
、
中
々
我
政
府
の
要
求
に
癒
じ
な
か
っ
た
が
爲
に

當
局
者
の
苦
心
は
一
蓮
で
な
か
っ
た
。
當
局
の
小
野
義
眞

は
勿
論
、
大
農
少
輔
吉
田
清
成
の
如
き
も
、
或
は
横
濱
に

或
は
紳
戸
に
、
再
三
往
復
し
て
債
擢
者
ビ
直
接
交
渉
を
試

み
た
。
就
中
和
蘭
商
會
關
係
の
負
債
は
津
、
秋
田
、
盛
岡

小
城
、
岡
、
藤
原
等
の
諸
藩
に
渉
っ
て
居
っ
て
、
総
額
約

　
　
　
　
　
　
　
第
四
醗
　
　
　
入
三
（
五
七
三
）



　
　
　
第
十
巻
　
　
研
　
究
　
　
野
薄
内
外
蓬
縫
慮
分
（
下
）

六
拾
萬
圓
に
温
し
、
小
利
傘
は
壷
劉
以
上
で
あ
っ
が
た
、
こ

れ
が
頗
る
難
問
題
で
あ
っ
て
、
諸
鐙
者
は
こ
う
し
て
も
我

が
要
求
を
容
れ
な
い
。
そ
れ
が
爲
に
井
上
侯
は
四
年
十
二

月
自
か
ら
横
濱
に
出
張
し
て
、
帥
奈
川
縣
臆
内
で
和
薦
鎮

事
ε
癒
接
し
、
漸
く
五
萬
圓
だ
け
を
減
額
す
る
こ
ご
に
示

談
し
て
彿
切
こ
し
た
。
英
國
汐
入
に
貸
す
る
も
の
は
条
ね

て
懇
親
の
聞
柄
で
あ
る
同
國
公
使
館
の
書
記
官
サ
ト
ー
を

招
い
て
交
渉
談
上
し
た
爲
に
、
此
方
は
比
較
的
困
難
は
少

か
っ
た
ご
い
ふ
こ
ご
で
あ
る
。

　
斯
く
の
如
く
に
し
て
五
年
五
月
、
大
賂
外
債
の
庭
分
を

了
す
る
ご
共
に
、
露
量
奮
藩
外
國
蓮
電
略
分
録
を
作
製
し

て
之
を
太
政
官
に
具
状
し
た
。
こ
の
庭
分
録
に
よ
れ
ば
、
債

椹
岩
は
英
・
米
・
…
佛
・
蘭
・
牽
・
瑞
・
葡
の
七
箇
國
四
十
四
人
、

負
債
者
た
る
奮
藩
は
二
十
入
、
其
負
債
総
額
は
武
百
七
拾

九
萬
三
千
七
百
三
拾
五
圓
五
拾
八
銭
八
厘
で
あ
っ
た
が
、

此
内
債
擢
者
に
交
渉
談
判
の
結
果
棚
減
し
得
た
額
は
拾
五

萬
九
千
九
百
七
拾
圓
六
拾
八
鑓
九
厘
で
あ
っ
だ
○
尤
も
此

　
　
　
　
　
　
　
第
国
恥
　
　
　
入
四
　
（
五
七
四
）

以
外
に
司
法
省
で
倫
ほ
審
鋼
中
に
擬
し
て
居
っ
て
、
虚
分

未
決
の
も
の
が
数
藩
あ
っ
だ
の
こ
、
こ
の
後
も
毘
訴
屑
出

を
な
す
も
の
等
が
あ
っ
た
が
爲
に
、
更
に
六
年
に
至
っ
て

落
藩
蓮
債
庭
分
流
を
訂
正
し
、
同
年
四
月
を
以
っ
て
一
先

づ
判
理
局
は
屡
止
せ
ら
れ
、
爾
ほ
残
務
は
庶
務
局
に
於
い

て
取
扱
ふ
こ
ご
、
な
っ
た
。

　
こ
の
後
、
入
年
篭
迄
の
調
査
整
理
の
結
果
は
藩
数
三
拾

七
、
外
債
総
額
金
四
百
三
萬
五
千
七
百
六
拾
五
圓
六
拾
入

鑓
壼
厘
で
あ
っ
て
、
此
内
捌
減
額
は
三
十
五
萬
八
千
四
百

戴
圓
七
拾
壼
鏡
七
厘
．
私
債
額
は
二
拾
四
藩
で
、
九
拾
四

萬
武
百
九
拾
萱
圓
拾
三
銭
五
厘
、
差
引
政
府
の
負
搬
に
露

し
だ
公
債
額
は
三
拾
四
藩
、
武
百
七
拾
三
萬
入
千
七
拾
壼

工
面
拾
武
鏡
九
厘
ど
な
っ
た
。

　
然
る
に
當
時
政
府
に
於
い
て
は
、
外
國
鼻
溝
者
に
醤
し

て
、
便
宜
上
公
私
の
負
債
を
暴
げ
て
鶴
亀
溶
却
し
、
私
債

に
係
る
も
の
は
奮
極
々
よ
り
大
嵩
置
へ
年
賦
上
納
せ
し
む

る
こ
ご
＼
し
た
の
で
あ
．
Φ
が
、
後
に
上
納
素
通
の
分
が
雛



松
代
、
盛
岡
、
秋
田
、
佐
賀
の
五
藩
、
四
萬
六
千
百
六
拾

入
圓
七
拾
武
鑓
三
厘
こ
な
っ
て
、
こ
れ
丈
が
超
然
政
府
の

必
至
ご
な
っ
た
。
次
に
公
債
ご
認
め
た
中
に
、
後
に
私
債

た
る
こ
ご
が
明
か
に
な
っ
た
も
の
に
、
仙
壷
藩
の
武
千
九

百
捨
八
難
七
拾
五
鏡
が
あ
っ
た
。
之
を
加
除
差
引
す
る
ご

事
實
政
府
の
負
憺
総
額
は
武
百
七
拾
八
萬
壼
千
三
百
戴
拾

萱
圓
八
拾
鏡
武
雄
で
あ
る
。
然
る
に
『
國
債
澹
革
略
』
『
明

治
財
政
史
』
に
掲
ぐ
る
内
外
債
表
に
は
外
債
合
計
金
武
百

入
拾
萬
壼
千
三
百
六
圓
九
拾
四
銭
載
厘
ご
あ
っ
て
、
即
ち

壼
萬
九
千
九
百
八
拾
五
圓
捨
四
銭
の
差
が
あ
る
。
こ
れ
は

高
鍋
藩
の
負
債
中
、
拾
四
圓
八
拾
六
銭
を
公
債
に
加
ふ
べ

き
も
の
が
脱
し
た
の
こ
、
外
に
斗
南
藩
の
公
債
武
萬
七
千

山ハ

S
戦
圓
一
ご
拾
銭
五
厘
を
四
脚
禺
レ
～
千
山
ハ
百
入
冊
圓
一
ご
仏
瓢
銭
五

厘
ビ
誤
記
の
儘
に
、
武
萬
圓
だ
け
多
く
計
算
し
た
か
ら
の

事
で
あ
る
Q
樹
ほ
右
の
心
中
、
編
岡
藩
の
公
債
壼
千
九
百

拾
六
圓
五
拾
八
銭
ε
あ
る
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